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(57)【要約】
【課題】開口率を確保しながら漏れ電流を補償可能なア
クティブマトリクス型ディスプレイ装置等を提供する。
【解決手段】ディスプレイ装置（１０）は、複数の画素
（３０）のマトリクス配置と、これの設けられているバ
ックライト（２１）とを有する。夫々の画素は、液晶表
示素子（３２）と、液晶表示素子の駆動を制御する駆動
制御スイッチ（３４）と、液晶表示素子へ供給された画
像データを記憶する記憶用コンデンサ（３６）とを有す
る。ディスプレイ装置は、バックライト（２１）の輝度
を検出する輝度検出部（５０）と、これによって検出さ
れた輝度に基づいて、記憶用コンデンサ（３６）が画像
データを保持する保持期間の間、記憶用コンデンサの液
晶表示素子に接続される端子とは逆の端子に所定の電圧
を供給する電圧供給手段（２６）とを有する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マトリクス状に配置された複数の画素と、該複数の画素のマトリクス配置の背面に設け
られ該マトリクス配置に光を照射するバックライトとを有するアクティブマトリクス型デ
ィスプレイ装置であって、
　夫々の画素は、
　液晶表示素子と、
　前記液晶表示素子の駆動を制御する駆動制御スイッチと、
　前記駆動制御スイッチを介して前記液晶表示素子へ供給された画像データを記憶する記
憶用コンデンサとを有し、
　当該ディスプレイ装置は、
　前記バックライトの輝度を検出する輝度検出手段と、
　前記輝度検出手段によって検出された輝度に基づいて、前記記憶用コンデンサが前記画
像データを保持する保持期間の間、該記憶用コンデンサの前記液晶表示素子に接続される
端子とは逆の端子に所定の電圧を供給する電圧供給手段と
　を有するアクティブマトリクス型ディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記輝度検出手段は、前記バックライトから照射される光を検知することによって前記
バックライトの輝度を検出する、請求項１記載のアクティブマトリクス型ディスプレイ装
置。
【請求項３】
　前記輝度検出手段は、前記バックライトの駆動のために該バックライトへ供給される電
流の大きさを検知することによって前記バックライトの輝度を検出する、請求項１記載の
アクティブマトリクス型ディスプレイ装置。
【請求項４】
　前記輝度検出手段は、当該ディスプレイ装置が表示するコンテンツから前記バックライ
トの輝度を検出する、請求項１記載のアクティブマトリクス型ディスプレイ装置。
【請求項５】
　前記電圧供給手段は、
　可変電圧供給源と、
　前記輝度検出手段によって検出された輝度に基づいて前記所定の電圧を算出する電圧算
出手段と、
　前記電圧算出で算出された前記所定の電圧を供給するよう前記可変電圧供給源を制御す
る電源制御手段と
　を有する、請求項１乃至４のうちいずれか一項記載のアクティブマトリクス型ディスプ
レイ装置。
【請求項６】
　前記電圧算出手段は、前記バックライトの輝度と前記駆動制御スイッチによる漏れ電流
との間の関係式を用いて計算によって前記所定の電圧を求める、請求項５記載のアクティ
ブマトリクス型ディスプレイ装置。
【請求項７】
　前記電圧算出手段は、前記所定の電圧が前記バックライトの輝度と対応付けられている
ルックアップテーブルを記憶する、請求項５記載のアクティブマトリクス型ディスプレイ
装置。
【請求項８】
　温度を検出する温度検出手段を更に有し、
　前記所定の電圧は、前記電圧算出手段によって、前記バックライトの輝度に加えて更に
前記温度検出手段によって検出された温度に基づいて求められる、請求項５乃至７のうち
いずれか一項記載のアクティブマトリクス型ディスプレイ装置。
【請求項９】
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　前記電圧供給手段は、ＣＳラインを介して前記記憶用コンデンサへ前記所定の電圧を供
給する、請求項１乃至８のうちいずれか一項記載のアクティブマトリクス型ディスプレイ
装置。
【請求項１０】
　前記輝度検出手段によって検出された輝度に基づいて、前記保持期間の間、前記液晶表
示素子の前記記憶用コンデンサに接続される端子とは逆の端子に第２の所定の電圧を供給
する第２の電圧供給手段を更に有する、請求項１乃至９のうちいずれか一項記載のアクテ
ィブマトリクス型ディスプレイ装置。
【請求項１１】
　前記第２の電圧供給手段は、コモン電極ラインを介して前記液晶表示素子へ前記第２の
所定の電圧を供給する、請求項９記載のアクティブマトリクス型ディスプレイ装置。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のうちいずれか一項記載のアクティブマトリクス型ディスプレイ装置
を備える電子機器。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マトリクス状に配置された複数の画素と、複数の画素のマトリクス配置の背
面に設けられこれに光を照射するバックライトとを有するアクティブマトリクス型ディス
プレイ装置、及びこれを有する電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、液晶表示素子を用いるアクティブマトリクス型ディスプレイ装置では、画素ご
とに、液晶表示素子への画像データの書込を制御するスイッチと、画像データ書換の１周
期の間そのデータを記憶しておくための記憶用コンデンサとが配置されている。しかし、
コンデンサに電荷として保持された画像データは、漏れ電流により時間の経過とともに失
われる。このような漏れ電流は画素電圧を低下させ、フリッカの原因となりうる。
【０００３】
　例えば、特表２００４－５１８９９３号公報（特許文献１）には、記憶用コンデンサか
らの漏れ電流を少なくする技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２００４－５１８９９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、従来技術では、記憶用コンデンサの容量を大きくするか、又は記憶用コンデン
サと液晶表示素子との間に増幅回路を挿入することで漏れ電流を補償するため、画素の開
口率が小さくなるという問題があった。画素の開口率が小さくなると、例えば、バックラ
イトによる背面からの照射を必要とする透過型液晶ディスプレイ装置では、バックライト
の輝度を上げる必要があるため、消費電力が大きくなる。
【０００６】
　本発明は、従来技術の問題を鑑み、開口率を確保しながら漏れ電流を補償可能なアクテ
ィブマトリクス型ディスプレイ装置及びこれを有する電子機器を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、マトリクス状に配置された複数の画素と、該複数の画素の
マトリクス配置の背面に設けられ該マトリクス配置に光を照射するバックライトとを有す
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るアクティブマトリクス型ディスプレイ装置であって、夫々の画素は、液晶表示素子と、
前記液晶表示素子の駆動を制御する駆動制御スイッチと、前記駆動制御スイッチを介して
前記液晶表示素子へ供給された画像データを記憶する記憶用コンデンサとを有し、当該デ
ィスプレイ装置は、前記バックライトの輝度を検出する輝度検出手段と、前記輝度検出手
段によって検出された輝度に基づいて、前記記憶用コンデンサが前記画像データを保持す
る保持期間の間、該記憶用コンデンサの前記液晶表示素子に接続される端子とは逆の端子
に所定の電圧を供給する電圧供給手段とを有するアクティブマトリクス型ディスプレイ装
置が提供される。
【０００８】
　このように、画素構造を変更する必要なしに、輝度に基づく電圧を記憶用コンデンサへ
供給することで、開口率を確保しながら漏れ電流を補償可能なアクティブマトリクス型デ
ィスプレイ装置を提供することができる。
【０００９】
　一実施形態で、前記輝度検出手段は、前記バックライトから照射される光を検知するこ
とによって、又は前記バックライトの駆動のために該バックライトへ供給される電流の大
きさを検知することによって、前記バックライトの輝度を検出する。代替的に、前記輝度
検出手段は、当該ディスプレイ装置が表示するコンテンツから前記バックライトの輝度を
検出する。
【００１０】
　一実施形態で、前記電圧供給手段は、可変電圧供給源と、前記輝度検出手段によって検
出された輝度に基づいて前記所定の電圧を算出する電圧算出手段と、前記電圧算出で算出
された前記所定の電圧を供給するよう前記可変電圧供給源を制御する電源制御手段とを有
する。前記電圧算出手段は、前記バックライトの輝度と前記駆動制御スイッチによる漏れ
電流との間の関係式を用いて計算によって前記所定の電圧を求める。代替的に、前記電圧
算出手段は、前記所定の電圧が前記バックライトの輝度と対応付けられているルックアッ
プテーブルを記憶する。
【００１１】
　望ましくは、当該アクティブマトリクス型ディスプレイ装置は、温度を検出する温度検
出手段を更に有する。このとき、前記所定の電圧は、前記電圧算出手段によって、前記バ
ックライトの輝度に加えて更に前記温度検出手段によって検出された温度に基づいて求め
られる。
【００１２】
　一実施形態で、前記電圧供給手段は、ＣＳラインを介して前記記憶用コンデンサへ前記
所定の電圧を供給する。
【００１３】
　また、望ましくは、当該アクティブマトリクス型ディスプレイ装置は、前記輝度検出手
段によって検出された輝度に基づいて、前記保持期間の間、前記液晶表示素子の前記記憶
用コンデンサに接続される端子とは逆の端子に第２の所定の電圧を供給する第２の電圧供
給手段を更に有する。前記第２の電圧供給手段は、コモン電極ラインを介して前記液晶表
示素子へ前記第２の所定の電圧を供給してよい。
【００１４】
　本発明の一実施例に従うアクティブマトリクス型ディスプレイ装置は、例えば、テレビ
受像機、ラップトップ型若しくはデスクトップ型のパーソナルコンピュータ（ＰＣ）、携
帯電話、ポータブルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、カーナビゲーション装置、ポータ
ブルゲーム機、又はオーロラビジョンのような、ユーザへの画像提示のためにディスプレ
イ装置を備える電子機器で用いられ得る。
【発明の効果】
【００１５】
　本開示の実施形態により、開口率を確保しながら漏れ電流を補償可能なアクティブマト
リクス型ディスプレイ装置及びこれを有する電子機器を提供することが可能となる。
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【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１の実施例に従うディスプレイ装置を備えた電子機器の例である。
【図２】第１の実施例に従うアクティブマトリクス型ディスプレイ装置の構成を表す。
【図３】第１の実施例に従う画素の構造を表す。
【図４】第１の実施例に従う電圧供給部の構成を表す。
【図５Ａ】一実施例に従う電圧供給部による漏れ電流補償動作の第１の例を表すタイミン
グチャートである。
【図５Ｂ】一実施例に従う電圧供給部による漏れ電流補償動作の第２の例を表すタイミン
グチャートである。
【図６】第２の実施例に従う電圧供給部の構成を表す。
【図７】第３の実施例に従うアクティブマトリクス型ディスプレイ装置の構成を表す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明を実施するための最良の形態を、以下、添付の図面を参照して説明する。
【実施例１】
【００１８】
　図１は、第１の実施例に従うディスプレイ装置を備えた電子機器の例である。図１の電
子機器１００は、ラップトップ型ＰＣとして表されているが、例えば、テレビ受像機、携
帯電話、腕時計、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、デスクトップ型ＰＣ、カ
ーナビゲーション装置、ポータブルゲーム機、又はオーロラビジョン等の他の電子機器で
あってもよい。電子機器１００は、画像を表示可能な表示パネルを備えたディスプレイ装
置１０を有する。
【００１９】
　図２は、第１の実施例に従うアクティブマトリクス型ディスプレイ装置の構成を表す。
図２のディスプレイ装置１０は、表示パネル２０と、バックライト２１と、ソースドライ
バ２２と、ゲートドライバ２４と、電圧供給部２６と、コントローラ２８とを有する。
【００２０】
　表示パネル２０は、行及び列のマトリクス状に配置された複数の画素３０を有する。各
画素３０は、表示パネル２０においてソースライン１２及びゲートライン１４の交差領域
に位置し、少なくとも１つの液晶表示素子を有する。バックライト２１は、表示パネル２
０の背面に配置され、画素３０の夫々へ光を照射する。表示パネル２０は、電圧による液
晶分子の配向の変化を利用して、バックライト２１から放射された光を偏光することで画
像を表示させる。これを達成するために、ソースドライバ２２は、ソースライン１２を介
して画素３０の夫々へ画像データを供給し、ゲートドライバ２４は、ゲートライン１４を
介して画素３０の夫々の作動を制御する。電圧供給部２６は、電圧供給ライン１６を介し
て画素３０の夫々へ漏れ電流補償電圧を供給する。コントローラ２８は、ソースドライバ
２２、ゲートドライバ２４及び電圧供給部２６を同期させるとともに、それらの動作を制
御する。また、コントローラ２８は、バックライト２１による光の放射を制御する。
【００２１】
　図３は、第１の実施例に従う画素の構造を表す。図３の画素３０は、液晶表示素子３２
と、液晶表示素子３２の駆動を制御する駆動制御スイッチ３４と、駆動制御スイッチ３４
を介して液晶表示素子３２へ供給された画像データを記憶する記憶用コンデンサ３６とを
有する。
【００２２】
　液晶表示素子３２は、一方の端子をコモン電極ＣＥに接続され、他方の端子を駆動制御
スイッチ３４を介してソースライン１２に接続されている。駆動制御スイッチ３４は、例
えば薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）であって、その制御端子をゲートライン１４に接続され
ている。駆動制御スイッチ３４は、ゲートライン１４が高電位（Ｈｉｇｈ）になることで
オンし、ソースライン１２にある電圧を液晶表示素子３２に印加する。
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【００２３】
　記憶用コンデンサ３６は、一方の端子を液晶表示素子３２と駆動制御スイッチ３４との
間の接続点に接続され、他方の端子を電圧供給ライン１６に接続されている。本実施例で
は、電圧供給ライン１６として、一般的な画素構造において記憶用コンデンサ３６に接続
されるＣＳラインが用いられる。このように既存のＣＳラインを用いることで、電圧供給
ライン１６が設けられない場合と比べ、ディスプレイ装置全体の構造が複雑になることな
く、画素の開口率は維持される。ただし、この場合に、ＣＳラインは、少なくとも行毎に
独立している必要がある。代替的に、電圧供給ライン１６は、ＣＳラインとは別個に設け
られてもよい。ゲートライン１４が低電位（Ｌｏｗ）になることで駆動制御スイッチ３４
がオフする間、記憶用コンデンサ３６は、駆動制御スイッチ３４を介して液晶表示素子３
２に印加されていた電圧を、電荷の形で保持する。しかし、実際には、記憶用コンデンサ
３６に蓄えられた電荷は、時間の経過ととともに、駆動制御スイッチ３４によるソースラ
イン１２への漏れ電流として失われる。この漏れ電流を補償するために、電圧保持期間の
間、記憶用コンデンサ３６は、電圧供給部２６によって電圧供給ライン１６を介して所定
の電圧を供給される。このように、記憶用コンデンサ３６による容量結合を利用して、液
晶表示素子３２と駆動制御スイッチ３４との間の接続点、すなわち、液晶表示素子３２の
コモン電極ＣＥに接続される端子とは逆の端子での電位をシフトさせることで、漏れ電流
を補償することができる。
【００２４】
　図４は、第１の実施例に従う電圧供給部の構成を表す。図４の電圧供給部２６は、電圧
供給ライン１６を介して画素３０の夫々へ所定の電圧を供給する電圧供給源４０と、コン
トローラ２８からの制御信号に従って電圧供給源４０を制御する電源制御部４２と、画素
３０の夫々へ供給される所定の電圧を算出する電圧算出部４４とを有する。
【００２５】
　電圧供給源４０は、多段階で又は略線形に変化する電圧を供給することができる可変電
圧源である。電源制御部４２は、画素３０の電圧保持期間の間その画素３０へ漏れ電流補
償電圧を供給するよう指示する制御信号をコントローラ２８から受け取り、電圧算出部４
４によって算出された値の電圧を供給するよう電圧供給源４０を制御する。電圧算出部４
４は、輝度検出部５０によって検出されたバックライト２１の輝度に基づいて、画素３０
の夫々へ供給される漏れ電流補償電圧を算出する。
【００２６】
　電圧算出部４４は、バックライト２１の輝度と画素３０での漏れ電流との間の関係式を
用いて計算によって、必要とされる漏れ電流補償電圧を求める。代替的に、電圧算出部４
４は、漏れ電流補償電圧がバックライト２１の輝度と対応付けられているルックアップテ
ーブルを予め記憶し、このルックアップテーブルから漏れ電流補償電圧を求める。バック
ライト２１の輝度と画素３０の漏れ電流との間の関係式、及び漏れ電流補償電圧がバック
ライト２１の輝度と対応付けられているルックアップテーブルは、ディスプレイ装置１０
が用いられる用途及び環境、駆動制御スイッチ３４として用いられるスイッチング素子の
仕様、及び／又は電源制御部４２の性能等によって決定される。
【００２７】
　上記の電圧算出部４４による電圧の算出を可能にするため、本実施例のディスプレイ装
置は、バックライト２１の輝度を検出する輝度検出部５０を更に有する。画素３０からの
漏れ電流は、画素電圧を低下させるため、フリッカを発生させる要因である。そして、こ
の漏れ電流の量は、バックライト２１の輝度に依存して変化する。よって、フリッカの程
度はバックライト２１の輝度に依存すると言える。従って、バックライト２１の輝度を検
出して、これに基づく漏れ電流補償電圧を画素３０へ供給することにより、フリッカの原
因となる漏れ電流を補償することができる。
【００２８】
　輝度検出部５０は、例えば、バックライト２１から放射される光を受けるよう表示パネ
ル２０に配置されている光センサであって、光を検知することによってバックライト２１
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の輝度を検出する。代替的に、輝度検出部５０は、バックライト２１へ供給される駆動電
流の大きさを検知することによってバックライト２１の輝度を検出する。このための電流
検知は、例えば、バックライト２１の内部回路で、又はバックライト２１を制御するコン
トローラ２８で行われうる。更に、代替的に、輝度検出部５０は、表示パネル２０に表示
するコンテンツからバックライト２１の輝度を検出する。このためのコンテンツ判断は、
例えば、画素３０の夫々へ画像データを供給するソースドライバ２２で、又はソースドラ
イバ２２を制御するコントローラ２８で行われうる。
【００２９】
　図５Ａは、一実施例に従う電圧供給部による漏れ電流補償動作の第１の例を表すタイミ
ングチャートである。図５Ａには、上から（ａ）ゲート信号６１ａ、（ｂ）ＣＳ電圧６２
ａ、及び（ｃ）画素電圧６３ａの経時変化が表されている。
【００３０】
　ゲート信号６１ａは、ゲートドライバ２４からゲートライン１４を介して画素３０の駆
動制御スイッチ３４の制御端子へ供給される信号であって、本実施例では、高電位になる
ことで駆動制御スイッチ３４をオンすることができる。駆動制御スイッチ３４がオンする
と、液晶表示素子３２は、ソースドライバ２２からソースライン１２を介して供給される
画像データを表す電圧を印加される。
【００３１】
　ＣＳ電圧６２ａは、電圧供給部２６から電圧供給ライン１６（例えば、本実施例では、
ＣＳライン。）を介して画素３０の記憶用コンデンサ３６へ供給される電圧である。ゲー
ト電圧６１ａの立ち上がり時点ｔ０１から次の立ち上がり時点ｔ０４までの第１フレーム
期間Ｔｐを見てみると、ゲート信号が低電位となることで駆動制御スイッチ３４がオフし
ている期間Ｔ１（＝ｔ０２～ｔ０４）、すなわち、電圧保持期間に、ＣＳ電圧６２ａは、
Ｖｃｓ１及びＶｃｓ２の２段階で変化する。ＣＳ電圧６２ａは、電圧保持期間Ｔ１の前半
期間ｔ０２～ｔ０３では第１の電圧Ｖｃｓ１にあるが、後半期間ｔ０３～ｔ０４では第１
の電圧Ｖｃｓ１より大きい第２の電圧Ｖｃｓ２にある。
【００３２】
　画素電圧６３ａは、液晶表示素子３２と駆動制御スイッチ３４との間の接続点、すなわ
ち、液晶表示素子３２のコモン電極ＣＥに接続される端子とは逆の端子にある電圧である
。この電圧は、電圧保持期間Ｔ１の間、記憶用コンデンサ３６によって電荷の形で保持さ
れる。
【００３３】
　電圧供給部２６が用いられない場合は、図中に点線で表されるように、ＣＳ電圧６２ａ
は電圧保持期間に変化することなくＶｃｓ１で一定であり、画素電圧６３ａは減衰する。
これは、記憶用コンデンサ３６に蓄えられた電荷が時間の経過とともに駆動制御スイッチ
３４によるソースライン１２への漏れ電流として失われることによる。しかし、本例によ
れば、ＣＳ電圧６２ａが電圧保持期間の間にＶｃｓ１からＶｃｓ２に変化することで、画
素電圧６３ａの減衰量は、下記の式：
　　　Ｃｃｓ／Ｃｐｉｘｅｌ×ΔＶｃｓ
に従ってＣＳ電圧６２ａの変化量ΔＶｃｓ＝Ｖｃｓ２－Ｖｃｓ１に応じて補償される。こ
こで、Ｃｃｓは記憶用コンデンサ３６の容量であり、Ｃｐｉｘｅｌは全画素容量である。
【００３４】
　先に図４を参照して記載されたように、電圧供給部２６から電圧供給ライン１６を介し
て画素３０へ供給されるＣＳ電圧６２ａの値は、電圧供給部２６の電圧算出部４４によっ
て求められる。電圧算出部４４は、電圧保持期間Ｔ１に入る前に輝度検出部５０によって
検出されたバックライト２１の輝度に基づいて、電圧保持期間Ｔ１の間に画素３０へ供給
される第１の電圧Ｖｃｓ１から第２の電圧Ｖｃｓ２への電圧ステップを算出する。また、
１フレーム期間Ｔｐの間にバックライト２１の輝度が変動することが考えられる場合には
、電圧算出部４４は、電圧保持期間Ｔ１に入る前に検出されたバックライト２１の輝度に
基づいて第１の電圧Ｖｃｓ１を算出し、その後、電圧保持期間Ｔ１の間に、所定のサンプ
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リング周期で検出されたバックライト２１の輝度に基づいて変化後の電圧Ｖｃｓ２を算出
する。
【００３５】
　図５Ａに表される例では、続く第２フレーム期間Ｔｎでも同様に、ＣＳ電圧６２ａは電
圧保持期間Ｔ２にＶｃｓ３及びＶｃｓ４の２段階で変化する。しかし、ＣＳラインに印加
される電圧が反転する第２フレーム期間Ｔｎは第１フレーム期間Ｔｐと一対として考える
ことができ、本例は、第１フレーム期間Ｔｐ又は第２フレーム期間Ｔｎのいずれか一方の
期間にのみＣＳ電圧６２ａが多段階で変化するよう変形されてよい。
【００３６】
　また、図５Ａに表される例では、ＣＳ電圧６２ａは電圧保持期間Ｔ１及びＴ２に２段階
でしか変化しないが、２よりも多い多段階で変化することも考えられる。
【００３７】
　図５Ｂは、一実施例に従う電圧供給部による漏れ電流補償動作の第２の例を表すタイミ
ングチャートである。図５Ｂには、上から（ａ）ゲート信号６１ｂ、（ｂ）ＣＳ電圧６２
ｂ、及び（ｃ）画素電圧６３ｂの経時変化が表されている。
【００３８】
　本例で、ＣＳ電圧６２ｂは、電圧保持期間Ｔ１及びＴ２の間、略線形に所定の傾きを有
して増大又は減少する。これにより、画素電圧６３ｂは、電圧保持期間Ｔ１及びＴ２の間
、減衰することなくほぼ一定に保たれる。これは、電圧保持期間の間、記憶用コンデンサ
３６の液晶表示素子３２に接続される端子とは逆の端子へ略線形に所定の傾きを有して変
化する所定の電圧ΔＶｃｓが供給されることによる。
【００３９】
　図５Ａ及び５Ｂに表されるいずれの例においても、電圧供給部２６は、電圧保持期間の
間、記憶用コンデンサ３６の液晶表示素子３２に接続される端子とは逆の端子に所定の電
圧を供給することで、漏れ電流を補償して画素電圧の低下を防ぐ。よって、画素電圧の低
下によって生ずるフリッカの問題が回避され得る。他方で、図３から明らかなように、画
素へ漏れ電流補償電圧を供給するために画素構造を変更する必要はないので、画素の開口
率は維持される。
【実施例２】
【００４０】
　図６は、第２の実施例に従う電圧供給部の構成を表す。図６の電圧供給部２６０は、実
質的に、図４に示される第１の実施例に従う電圧供給部と同じ構成を有する。しかし、電
圧供給部２６０は、バックライト２１の輝度に加えて温度も考慮して、画素３０の夫々へ
供給される所定の電圧を算出する電圧算出部４４０を有する点で、第１の実施例に従う電
圧供給部と相違する。
【００４１】
　本実施例のディスプレイ装置は、温度を検出する温度検出部５２を更に有する。温度検
出部５２は、ディスプレイ装置のいずれの場所に配置されてもよい。上述したように、画
素３０からの漏れ電流は、画素電圧を低下させるため、フリッカを発生させる要因である
。そして、この漏れ電流の量は、バックライト２１の輝度に依存して変化する。更に、漏
れ電流の量は、駆動制御スイッチ３４等の画素構成要素の温度特性に起因して、温度によ
っても変化する。よって、フリッカの程度は、バックライト２１の輝度に加えて温度にも
依存する。従って、検出された温度に基づく漏れ電流補償電圧を画素３０へ供給すること
により、フリッカの原因とする漏れ電流を補償することができる。
【００４２】
　電圧算出部４４０は、輝度検出部５０によって検出されたバックライト２１の輝度と、
温度検出部５２によって検出された温度とに基づいて、画素３０の夫々へ供給される漏れ
電流補償電圧を算出する。電圧算出部４４０は、バックライト２１の輝度、温度及び画素
３０の漏れ電流の間の関係式を用いて計算によって漏れ電流補償電圧を求める。代替的に
、電圧算出部４４０は、漏れ電流補償電圧がバックライト２１の輝度及び温度と対応付け
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られているルックアップテーブルを予め記憶し、このルックアップテーブルから漏れ電流
補償電圧を求める。バックライト２１の輝度、温度及び画素３０の漏れ電流の間の関係式
、並びに漏れ電流補償電圧がバックライト２１の輝度及び温度と対応付けられているルッ
クアップテーブルは、ディスプレイ装置１０が用いられる用途及び環境、駆動制御スイッ
チ３４として用いられるスイッチング素子の仕様、及び／又は電源制御部４２の性能等に
よって決定される。
【実施例３】
【００４３】
　図７は、第３の実施例に従うアクティブマトリクス型ディスプレイ装置の構成を表す。
図７のディスプレイ装置１０００は、実質的に、図２に示される第１の実施例に従うディ
スプレイ装置と同じ構成を有する。しかし、ディスプレイ装置１０００は、第１の電圧供
給ライン１６とは別個に設けられている第２の電圧供給ライン１８を介して画素３０の夫
々へ第２の漏れ電流補償電圧を供給する更なる電圧供給部６０を有する点で、第１の実施
例に従うディスプレイ装置と相違する。この電圧供給部６０は、コントローラ２８によっ
て制御される。
【００４４】
　ここで、再び図３を参照する。第１の電圧供給部２６は、第１の実施例と同じく、第１
の電圧供給ライン１６としてのＣＳラインを介して、記憶用コンデンサ３６の液晶表示素
子３２に接続されている端子とは逆の端子に接続されている。第１の電圧供給部２６は、
電圧保持期間の間、図５Ａ及び５Ｂで説明されたように記憶用コンデンサ３６へ第１の漏
れ電流補償電圧を供給する。
【００４５】
　第２の電圧供給部６０は、第２の電圧供給ライン１８を介して、液晶表示素子３２の記
憶用コンデンサ３６に接続されている端子とは逆の端子に接続されている。本実施例では
、第２の電圧供給ライン１８として、一般的な画素構造において液晶表示素子３２に接続
されるコモン電極ラインＣＥが用いられる。このように既存のコモン電極ラインＣＥを用
いることで、第２の電圧供給ライン１８が設けられない場合と比べ、ディスプレイ装置全
体の構造が複雑になることなく、画素の開口率は維持される。ただし、この場合に、コモ
ン電極ラインＣＥは、画素３０のマトリクス配置において少なくとも行毎に独立している
必要がある。代替的に、第２の電圧供給ライン１８は、コモン電極ラインＣＥとは別個に
設けられてもよい。
【００４６】
　第２の電圧供給部６０は、図４に示される第１の実施例に従う電圧供給部２６又は図６
に示される第２の実施例に従う電圧供給部２６０と実質的に同じ構成を有することから、
その構成についてはここで詳述しない。また、第２の電圧供給部６０は、図５Ａ及び５Ｂ
で説明された第１の実施例に従う電圧供給部２６の漏れ電流補償動作と同様に、２以上の
多段階で又は略線形にコモン電極ラインＣＥでの電圧を変化させることで、漏れ電流を補
償して画素電圧の低下を防ぎ、フリッカの問題を解消する。
【００４７】
　このように、液晶表示素子３２のコモン電極ＣＥに接続される端子での電位をシフトさ
せることによって、更なる漏れ電流の補償が期待される。
【００４８】
　以上、発明を実施するための最良の形態について説明を行ったが、本発明は、この最良
の形態で述べた実施の形態に限定されるものではない。本発明の主旨を損なわない範囲で
変更することが可能である。
【００４９】
　例えば、上述した実施例では、電圧供給部は、コントローラ２８から制御信号を受け取
って漏れ電流補償動作を開始したが、代替的に、ゲートドライバ２４から直接にゲート信
号のＨｉｇｈ／Ｌｏｗを表す信号を受け取るよう構成されてもよい。
【００５０】
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　また、上述した実施例では、電圧供給ラインは画素マトリクスの行毎に設けられたが、
ドット反転駆動、水平若しくは垂直ライン反転駆動又はフレーム反転駆動等のディスプレ
イ装置の駆動方式に従って、行毎に限らず列毎又は画素毎に設けられてもよい。
【符号の説明】
【００５１】
１０，１０００　ディスプレイ装置
１００　電子機器
１２　　ソースライン
１４　　ゲートライン
１６，１８　電圧供給ライン
２０　　表示パネル
２１　　バックライト
２２　　ソースドライバ
２４　　ゲートドライバ
２６，２６０，６０　電圧供給部
２８　　コントローラ
３０　　画素
３２　　液晶表示素子
３４　　駆動制御スイッチ
３６　　記憶用コンデンサ
４０　　電圧供給源
４２　　電源制御部
４４，４４０　電圧算出部
５０　　輝度検出部
５２　　温度検出部
６１ａ，６１ｂ　ゲート信号
６２ａ，６２ｂ　ＣＳ電圧
６３ａ，６３ｂ　画素電圧
Ｔｐ，Ｔｎ　フレーム期間
Ｔ１，Ｔ２　電圧保持期間
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